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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う行政不服審査法の一部改正について（通達）

本年５月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和３年法律第37号）第60条の規定（同年９月１日施行）によ

り、口頭による審査請求等の手続について定める行政不服審査法（平成26年法

律第68号）第20条の規定が改正されることとされた（別添）。

これにより、本年９月１日からは、これまで陳述人に押印をさせなければな

らないこととされていた審査請求録取書（同条後段の規定により陳述の内容を

録取した書面をいう。）及び再調査の請求録取書（同法第61条において準用する

同法第21条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。）について、陳

述人の押印が法令上不要となる。また、総務省行政管理局によれば、行政庁が

「陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認」する運用としては、行政庁が

作成した審査請求録取書及び再調査の請求録取書の写しを陳述人に交付してお

くことが想定されるとのことであるので、事務処理上誤りのないようにされた

い。

別添 省略


